
建 経 工 第５０号－３ 

令 和 ７ 年 ９ 月 26 日 

 

一般社団法人静岡県建設業協会会長 様 

一般社団法人静岡県設備協会会長  様 

 

静岡県交通基盤部長 

 

 

静岡県建設工事成績評定要領の運用の一部改正について（送付） 

 

 「静岡県建設工事成績評定要領の運用について」（令和７年３月 10 日付け

建経工第 79 号）を下記のとおり一部改正したので参考までに送付します。 

 

記 

 

１ 改正理由 国土交通省の「請負工事成績評定要領の運用」等を採用し、静岡

県建設工事成績評定の運用の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 別紙「静岡県建設工事成績評定要領の運用」の改正概要のとおり。 

 

３ 施行時期 この改正は、令和７年 10 月１日以降に設計積算を行う工事につ

いて運用する。 
 
４ その他  改正内容については、工事検査課ホームページに掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当：工事検査課工事検査班 
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